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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本鉄道

車輌工業会（JARI）及び財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS E 4001:1999 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 E 4001：2011 
 

鉄道車両－用語 
Railway rolling stock-Vocabulary 

 
序文 

この規格は，1999 年に改正されたが，その後の鉄道車両分野でのエレクトロニクス化及び通信・情報処

理技術の急速な進歩に伴い，この分野で使用される用語も急速に拡大・変化してきている。これによって

生じた技術の世代交代によって多数の技術用語が使用されなくなった。このような社会環境の変化に対応

するために改正した。 

なお，対応国際規格は，改正前の JIS では IEC 60050-811:1991，International Electrotechnical Vocabulary

－Chapter 811: Electric traction（以下，IEV という。）を用いていたが，IEV が電気鉄道車両に限定した範囲

だけを扱っているのに対し，この規格はより広範囲に鉄道車両に関する機械分野も扱っており，この技術

分野に関する国際規格は制定されていない。また，IEV は制定されてから約 20 年が経過しているが改正

されておらず，その有効性が低下している。そのような事情から，今回の改正では，IEC との整合性の全

体評価は“NEQ”とした。 

 

1 適用範囲 

この規格は，鉄道車両に関する用語及び定義について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60050-811:1991，International Electrotechnical Vocabulary－Chapter 811: Electric traction（NEQ） 

なお，対応の程度を表す記号“NEQ”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“同等でない”こと

を示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS E 4011 鉄道車両の質量測定方法 

JIS E 4014 鉄道車両－絶縁抵抗試験方法及び耐電圧試験方法 

JIS E 4041 鉄道車両－完成車両の試験通則 

JIS E 5004-1 鉄道車両－電気品－第 1 部：一般使用条件及び一般規則 

JIS E 5004-2 鉄道車両－電気品－第 2 部：開閉機器・制御機器及びヒューズの一般規則 

JIS E 5004-4 鉄道車両－電気品－第 4 部：交流遮断器 

JIS E 5006 鉄道車両－電子機器 

JIS E 5007 鉄道車両－主変圧器及びリアクトル 

JIS E 5008 鉄道車両－電力変換装置 


